
生駒市規則第８号 

 生駒市市民サービスコーナー規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月２８日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市市民サービスコーナー規則の一部を改正する規則 

 生駒市市民サービスコーナー規則（平成８年１０月生駒市規則第１６号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条の表北地区市民サービスコーナーの項及び生駒市高山竹林園市民サービ

スコーナーの項を削る。 

 第５条第１項を次のように改める。 

サービスコーナーにおいて事務を取り扱う日（以下「事務取扱日」という｡)

は、前条第１号から第３号までに掲げる事務にあっては日曜日及び火曜日から

土曜日までの日、同条第４号及び第５号に掲げる事務にあっては火曜日から金

曜日までの日とする。ただし、次に掲げる日を除く。 

 (1) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する国民

の祝日（以下「祝日」という｡) 

 (2) 祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日

でない日 

 (3) その前日及び翌日が祝日である日 

 (4) １２月２７日から翌年の１月５日までの日 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年７月１日から施行する。 

 （生駒市公印規則の一部改正） 



２ 生駒市公印規則（平成９年３月生駒市規則第９号）の一部を次のように改正

する。 

  別表の専用公印の表中 
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改める。 

７の５ 市長印 てん書 縦横 21mm 生駒市 

長之印 
市民課専用  6

北 地 区 市
民 サ ー ビ
ス コ ー ナ
ー に お い
て 処 理 す
る 戸 籍 、
住 民 基 本
台 帳 及 び
印 鑑 登 録
に 関 す る
証明事務 

市民課

長 

」

７の５ 削除 」

７の７ 市長印 てん書 縦横 21mm 生駒市 

長之印 
市民課専用  8

生 駒 市 高
山 竹 林 園
市 民 サ ー
ビ ス コ ー
ナ ー に お
い て 処 理
す る 戸
籍 、 住 民
基 本 台 帳
及 び 印 鑑
登 録 に 関
す る 証 明
事務 

市民課

長 

」

７の７ 削除      」に


